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再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　

（
税　

務　

課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
正

誤

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五

　

年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
中
正
誤　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
四

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
三
号

　
　
　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
　

付
則
第
六
条
第
一
項
中
「
令
和
六
年
度
」
を
「
令
和
九
年
度
」
に
改
め
る
。

　
　

付
則
第
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を

「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五

年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第

九
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
及
び
第
十
六
項
中
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三

　

十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　

付
則
第
八
条
の
二
第
二
項
中
「
付
則
第
八
条
の
四
第
一
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
」
を
「
付

則
第
八
条
の
四
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　
　

付
則
第
八
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
六
項

」
を
「
第
四
項
」
に
、
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
」
を
「
付
則
第
八
条
の
四

第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を

「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
付
則
第
八

条
の
四
第
四
項
」
を
「
付
則
第
八
条
の
四
第
二
項
」
に
、
「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に

、
「
付
則
第
八
条
の
四
第
六
項
」
を
「
付
則
第
八
条
の
四
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項

と
す
る
。

　
　

付
則
第
八
条
の
五
第
二
項
中
「
前
条
第
六
項
」
を
「
前
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　
　

付
則
第
九
条
の
二
の
十
一
第
二
項
を
削
る
。

　
　

付
則
第
九
条
の
二
の
十
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を

「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

４　

車
両
総
重
量
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
を
い
う
。
次
項

　
　

及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
八
ト
ン
を
超
え
る
ト
ラ
ッ
ク
（
施
行
規
則
で
定
め
る
被
け
ん

引
自
動
車
を
除
く
。
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
同
法
第
四
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
令
和
四
年
五
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
左
側

面
へ
の
衝
突
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

「
側
方
衝
突
警
報
装
置
」
と
い
う
。
）
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の

技
術
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
側
方
衝
突
警
報
装
置
に
係
る
保
安
基

準
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
七
年
九
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
前
方
障
害
物
と
の
衝
突
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装

置
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）
に
係

る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
（
第

六
項
に
お
い
て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
に

も
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
側
方
衝
突
警
報
装
置
及
び
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
を
備
え
る

目

次
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も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
回
新
規
登
録
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第

五
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
の
取
得
が
令
和
六
年
四
月
三
十
日
ま
で
に

行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
条
中
「
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
い
う
。
）
か
ら
三
百
五

　
　

十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

　
　

付
則
第
九
条
の
二
の
十
二
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
（
施
行
規
則
で
定
め
る
被
け
ん
引

自
動
車
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
六
年
四
月
三
十
日
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

６　

乗
用
車
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
、
バ
ス
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る

。
）
又
は
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四

　
　

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
七
年
九
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め

ら
れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
に
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
衝
突
被
害

軽
減
制
動
制
御
装
置
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
回
新
規
登
録

を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
五
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
の
取
得
が
令

和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
条
中
「
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は

、
「
と
い
う
。
）
か
ら
百
七
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

　
　

付
則
第
九
条
の
三
第
一
項
中
「
有
し
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
」
を
「
有
し
な
い
も
の
を

い
う
。
次
項
第
一
号
」
に
、
「
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
」
を
「
定
め
る
も
の
を
い
う
。

次
項
第
二
号
」
に
、
「
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
」
を
「
除
く
。
同
条
」
に
改
め
、
同
項
第
一

号
中
「
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
以
下
こ
の
条
」
を
「
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
次
項
第
四
号
及
び
第
三
項
第

一
号
」
に
、
「
同
項
第
二
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
石
油
ガ
ス
自
動
車
（
以
下
こ
の

条
」
を
「
石
油
ガ
ス
自
動
車
（
次
項
第
五
号
及
び
第
三
項
第
二
号
」
に
、
「
平
成
二
十
二
年
三
月

三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
以
下
こ
の
条
」
を

「
次
項
第
六
号
及
び
第
三
項
第
三
号
」
に
、
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七

年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
」
を
「
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
、
「
令
和
三
年
度
分

」
を
「
、
当
該
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

中
「
（
第
五
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
」
と
い
う
。
）
」
及
び
「
及
び

第
五
項
第
二
号
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
」
の
下
に
「
（
営
業
用
の
乗
用
車

及
び
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
車
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
（
以
下

こ
の
条
」
を
「
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
（
次
項
第
一
号
」
に
、
「
同
号
⑴
イ
」
を
「

同
条
第
一
項
第
一
号
⑴
イ
」
に
、
「
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
（
以
下
こ
の
条
」
を
「

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
（
次
項
第
一
号
」
に
、
「
同
号
イ
⑶
」
を
「
同
条
第
一
項
第

一
号
イ
⑵
」
に
、
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の
条
」
を
「
令
和
十
二
年

度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
」
に
、
「
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
」
を
「
「
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
、
「
百
分
の
百
三
十
」
を

「
百
分
の
九
十
」
に
、
「
の
も
の
」
を
「
か
つ
同
号
イ
⑶
に
規
定
す
る
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と

い
う
。
）
以
上
の
も
の
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
石
油
ガ
ス
自
動
車
」
の
下
に
「
（
営
業
用
の

乗
用
車
及
び
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
車
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
以
下
こ
の
条
」
を
「
次
項
第
二
号
」
に

、
「
同
号
イ
⑴
イ
」
を
「
同
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑴
イ
」
に
、
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
に
百
分
の
百
三
十
」
を
「
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
」
に

、
「
の
も
の
」
を
「
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
」
に
改
め
、
同
項

第
六
号
中
「
軽
油
自
動
車
」
の
下
に
「
（
営
業
用
の
乗
用
車
及
び
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
車
に
限
る
。
）
」

を
加
え
、
「
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
（
以
下
こ
の
条
」
を
「
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車

基
準
（
次
項
第
三
号
」
に
、
「
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
（
以
下
こ
の
条
」
を
「
第
五
十

　

二
条
第
一
項
第
三
号
⑴
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
（
次
項
第
三
号
」
に
、
「

乗
用
車
」
を
「
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上

の
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
掲
げ
る
自
動
車
」
の
下
に
「
の

う
ち
、
営
業
用
の
乗
用
車
及
び
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
車
」
を
加
え
、
「
第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
（
第
三

号
イ
⑶
及
び
ロ
⑶
の
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
」
を
「
第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
第
一
号
イ
、

第
三
号
イ
⑴
ア
及
び
第
五
号
イ
」
に
、
「
当
該
自
動
車
が
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
」
を
「
当
該
営
業
用
の
乗
用
車
又
は
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
車
が
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
、
「
令
和
三
年
度
分
」
を
「
、
当
該
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た

日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
」
に
、
「
掲
げ
る
同
条
」
を
「
掲
げ
る
同
項
」
に
改
め
、
「
、
同
条

第
一
項
第
三
号
イ
⑶
及
び
ロ
⑶
に
規
定
さ
れ
て
い
る
自
動
車
の
う
ち
、
三
輪
小
型
自
動
車
に
属
す
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
読
替
え
後
の
三
輪
小
型
自
動
車
の
税
率
を
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
読

替
え
後
の
ト
ラ
ッ
ク
の
最
大
積
載
量
に
応
ず
る
税
率
を
適
用
す
る
も
の
と
し
」
を
削
り
、
「
同
条
第
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一
項
第
一
号
並
び
に
第
三
号
イ
⑴
及
び
ロ
⑴
並
び
に
第
二
項
」
を
「
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
第

三
号
イ
⑴
ア
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

に
百
分
の
百
十
」
を
「
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十
」
に
、
「
の
も

の
」
を
「
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

　
　

三　

軽
油
自
動
車
の
う
ち
、
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
又
は
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量

車
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

　
　

付
則
第
九
条
の
三
第
三
項
の
表
第
一
項
第
一
号
ロ
の
項
か
ら
第
一
項
第
二
号
ハ
⑵
の
項
ま
で
及
び

第
一
項
第
三
号
イ
⑴
イ
の
項
か
ら
第
一
項
第
四
号
ロ
⑵
の
項
ま
で
を
削
り
、
第
一
項
第
五
号
の
項
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
項
第
五
号
イ

四
千
五
百
円

二
千
五
百
円

　
　

付
則
第
九
条
の
三
第
三
項
の
表
第
二
項
第
一
号
の
項
及
び
第
二
項
第
二
号
の
項
を
削
り
、
同
条
第

四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
削
る
。

　
　

付
則
第
十
条
の
三
第
四
項
中
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
る
。

　
　

付
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
八
年
度
」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

附
則
第
八
項
中
「
令
和
三
年
四
月
一
日
」
の
下
に
「
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
、

「
施
行
の
日
」
の
下
に
「
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）	

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定

中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以

後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産

の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条　

新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
取
得
さ
れ

た
自
動
車
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ

れ
た
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
九
条
の
三
の
規
定
は
、
令
和
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ

い
て
適
用
し
、
令
和
四
年
度
分
ま
で
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

。
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公　

報

番　

号

人
事
委

員
会
規

則 種　

類

14
同　

上

番　

号

１
ペ
ー
ジ

上
欄

〇 下

後
ろ
か

ら
３ 行

備
考

正

誤

知
事
部
局

土
木
審
議
監　

部
長　

会
計
管
理
者　

会

計
管
理
局
長　

理
事　

技
監　

局
長　

秘

書
室
長　

次
長　

技
術
次
長　

副
理
事

職
務
改
善
調
査
監　

水
資
源
対
策
長　

医

監　

食
の
安
全
総
合
調
整
監　

課
長　

室

長　

副
課
長　

副
室
長　

参
事　

監
察
監

　

企
画
監　

企
画
広
報
監　

地
域
企
画
監

　

情
報
企
画
監　

産
業
企
画
監　

健
康
管

理
監　

県
政
情
報
監　

防
災
危
機
管
理
専

門
監　

監
査
指
導
監　

建
設
監
理
監　

課

長
補
佐　

室
長
補
佐　

監
察
員　

秘
書
室

の
参
事
補
佐
、
係
長
、
事
務
主
査
及
び
各

係
の
上
席
の
主
任
主
事
又
は
主
事　

人
事

課
の
参
事
補
佐
、
企
画
主
幹
、
企
画
主
査

、
事
務
主
査
、
主
任
主
事
及
び
主
事　

財

政
課
の
予
算
担
当
の
企
画
主
幹
及
び
企

画
主
査　

財
産
活
用
課
の
管
理
第
一
係

長　

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
の
人
事
、
服
務

又
は
公
務
災
害
補
償
担
当
の
企
画
主
幹
又

は
企
画
主
査　

総
合
政
策
課
の
総
務
係
長　

情
報
政
策
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企

画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

調
査
統
計
課
の

人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企

画
主
査　

社
会
活
動
推
進
課
の
総
務
係
長　

県
民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務

担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

保
健

医
療
介
護
総
務
課
の
総
務
係
長　

福
祉
総

務
課
の
総
務
係
長　

環
境
政
策
課
の
総
務

係
長　

監
視
指
導
課
の
人
事
又
は
服
務
担

当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

商
工
政

策
課
の
総
務
係
長　

農
林
水
産
政
策
課
の

総
務
係
長　

県
土
整
備
総
務
課
の
総
務
係

長　

建
築
都
市
総
務
課
の
総
務
係
長

知
事
部
局

土
木
審
議
監　

部
長　

会
計
管
理
者　

会

計
管
理
局
長　

理
事　

技
監　

局
長　

秘

書
室
長　

次
長　

技
術
次
長　

副
理
事

職
務
改
善
調
査
監　

水
資
源
対
策
長　

医

監　

食
の
安
全
総
合
調
整
監　

課
長　

室

長　

副
課
長　

副
室
長　

参
事　

監
察
監

　

企
画
監　

企
画
広
報
監　

地
域
企
画
監

　

情
報
企
画
監　

産
業
企
画
監　

健
康
管

理
監　

県
政
情
報
監　

防
災
危
機
管
理
専

門
監　

監
査
指
導
監　

建
設
監
理
監　

課

長
補
佐　

室
長
補
佐　

監
察
員　

秘
書
室

の
参
事
補
佐
、
係
長
、
事
務
主
査
及
び
各

係
の
上
席
の
主
任
主
事
又
は
主
事　

人
事

課
の
参
事
補
佐
、
企
画
主
幹
、
企
画
主
査

、
事
務
主
査
、
主
任
主
事
及
び
主
事　

財

政
課
の
予
算
担
当
の
企
画
主
幹
及
び
企
画

主
査　

財
産
活
用
課
の
管
理
第
一
係
長
総

務
事
務
セ
ン
タ
ー
の
人
事
、
服
務
又
は
公

務
災
害
補
償
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画

主
査　

総
合
政
策
課
の
総
務
係
長　

情
報

政
策
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当
の
企
画
主

幹
又
は
企
画
主
査　

調
査
統
計
課
の
人
事

又
は
服
務
担
当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主

査　

社
会
活
動
推
進
課
の
総
務
係
長　

県

民
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
の
人
事
又
は
服
務
担

当
の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

保
健
医

療
介
護
総
務
課
の
総
務
係
長　

福
祉
総
務

課
の
総
務
係
長　

環
境
政
策
課
の
総
務
係

長　

監
視
指
導
課
の
人
事
又
は
服
務
担
当

の
企
画
主
幹
又
は
企
画
主
査　

商
工
政
策

課
の
総
務
係
長　

農
林
水
産
政
策
課
の
総

務
係
長　

県
土
整
備
総
務
課
の
総
務
係
長

　

建
築
都
市
総
務
課
の
総
務
係
長

〇


